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 起算日を平成27年4月1日にすることで、
現在の居住者と新たに入居する人で整合
性がある。 

 
 15年先になると持家取得が進むか疑問。 
 全ての社員が納得できる制度は難しい。 
 整合性の検討を重ねて、社員にとって良
いものとして提示している。 

【会社回答書】 

広域異動者（追加採用者含む）は社宅居住期間制限特例措置を適用していく。 

広域異動者が 15年を超えても住めることを確認！ 

特例傾斜家賃を適用することは認められない！！ 

 今、多くは地区駅や現業機関にある駅が多い。 
 考え方はこれからもこれまでと変わらない。 

【会社回答書】 

社宅・寮については、老朽化及び耐震強度等を考慮し、各支社において建替え等を計画的に行っていく。  

 順次建替えを基本に、補強・リニューアルをして使用することも選択肢としてある。 
 社宅戸数が、社員数の減尐以上に減ることは考えていない。 

 
 社宅入居規程の条件を変更することは考
えていない。 

 
 今回 15 年の制限を導入するのだから、制
限を撤廃しても良いのではないか。 

 
 最低でも義務教育期間を考慮すべき。 
 社宅には地域との関係もあり、地域に信頼
され根ざしていることを考えるべき。 

 起算日を H２７年とすればこの問題もクリアする。  

 
 これから小学生になる人を考えて、1 年プ
ラスの 7年の猶予期間を設定。 

 地域との関係は、社宅が廃止されるわけ
ではないので、大きな影響はない。 

 イーストハイムの設備(コンロ、給湯器、換気扇等)の費用(設置、修繕、取替)は使用料に入っていない。 
 住んでいる人に負担してもらうのは、賃貸住宅の一般的な考え方。 
 月額 1000円の加算は、福利厚生の全体の原資に加わる。 
 現状、「公平でない」とクレームが来たことはない。 


